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① ＰＴＡ一般会計決算 …Ｐ７ 

② ＰＴＡ特別会計決算 …Ｐ８ 

（３） 第３号議案

令和８年度 本部役員の選出について …Ｐ９ 

※ 新役員の紹介

（４） 第４号議案

令和８年度 一般会計予算案について …Ｐ２１ 

（５） その他
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PTA会長あいさつ 

日頃より、PTA活動にご理解とご協力賜り、ありがとうございます。 

本校 PTA では、昨年度よりホームページを運用し、写真と共に活動の様子を分かりやすくご紹介しています。本

部だけでなく、専門委員さんの活動もアップしていますので、ご覧ください。 

皆さんのPTAの印象はいかがですか？私たちは、子ども達の笑顔や経験に繋がる活動を目指しており、できる人

ができるタイミングでできる事を！の考えで日々ゆる〜く楽しくさせていただいています。 

皆さんも、たくさん子ども達の笑顔に癒されに、ぜひ本部役員・委員会へのご参加をご検討ください。 

令和７年度 PTA会長 森部 陽子

PTA本部 / 令和７年度の主な活動 

〈 ５ 月 〉 専門委員招集会/二東小ＰＴＡホームページ保護者用匿名掲示板開設/筑紫地区小学校ＰＴＡ連合

会総会 /学校運営協議会/田んぼ（肥料散布、用水路掃除、耕起作業） 

〈 ６ 月 〉 福岡県ＰＴＡ連合会第４０回定期総会（委任状提出）/新通学路視察/学校給食会理事会/田んぼ

（田植え）/さつまいも苗植え 

〈 ７ 月 〉 七夕飾り設置/第７５回“社会を明るくする運動”推進大会/一斉パトロール/筑紫野市同和問題講演

会/学校運営協議/田んぼ（草刈り）  

〈 ８ 月 〉 七夕飾り二日市八幡宮へ奉納/田んぼ（草刈り）  

〈 ９ 月 〉 ウェブベルマーク導入/前期会計監査/田んぼ（草刈り）  

〈１０ 月〉 教育講演会/学校運営協議会/田んぼ（稲刈り）  

〈１１ 月〉 天拝山登山（悪天候の為中止）/田んぼ（脱穀作業）/さつまいも収穫祭 

〈１２ 月〉 学校運営協議会/一斉パトロール  

〈 １ 月 〉 イーストフェスティバル/筑紫野市ＰＴＡ協議会人権研修会/第２６回筑紫地区人権・同和教育研

究大会（動画配信視聴）  

〈 ２ 月 〉 新入生説明会/筑紫野市人権・同和問題講演会/子育て研修会～“新”家庭教育宣言実践報告会～/

ＰＴＡホームページ内ＰＴＡカレンダー構築  

〈 ３ 月 〉 ラスト二東小ｄａｙ/総会資料作成  

〈 ４ 月 〉 後期会計監査  

〈 定 例 〉 本部役員会（５月～３月）/各専門委員会フォロー/子ども育成部会/青少年育成市民会議幹事会/

ＰＴＡホームページ更新/ｅサポとおやじの会との連携/コミュニティセンター広報委員会 
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成人教育委員会    委員長： 飛永 杏美   副委員長： 中村 香織     

成人教育委員会では、ベルマークやインクカートリッジを回収・発送することで、学校で使う様々

な備品に交換出来るように活動しました。 

今年度は、WEB ベルマークの周知も行いました。 

 

 

令和７年度活動内容 

４月 専門委員招集会 １０月  

５月 
 

１１月 
第１回ベルマーク集計 

ベルマーク通信発行 

６月  １２月 ベルマーク回収 

７月   １月  

８月   ２月 第２回ベルマーク集計、発送 

９月 全体会  ３月 ベルマーク通信発行 

 

 

環境保健委員会    委員長： 木下 七重   副委員長： 山下 歩美     

 環境保健委員は、全クラスのエプロン補修作業を行いました。主に、帽子、袖のゴムの交換、ボタ

ンの縫い付けです。作業は、１２月に環境委員とオールスタッフで行い、２日間で全クラスのエプロ

ン補修作業をしました。 

 

 

 

令和７年度活動内容 

４月 専門委員招集会 １０月  

５月  １１月  

６月  １２月 エプロン補修作業 

７月   １月  

８月   ２月  

９月   ３月  
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イベント委員会    委員長： 永井 彩香   副委員長： 宮原 あゆみ     

イーストフェスティバルでの千本引きと年度末に体操服回収を行いました。 千本引きは、子どもた

ちの笑顔がたくさん見られ大盛況でした。 負担を減らすため LINE 上で話し合い、買い出しと千本引

き作成の２日間集まりました。 当日は役員の子どもも店番のお手伝いをし、良い経験ができました。 

イーストフェスティバルや体操服回収へのご協力、ありがとうございました。 

 

令和７年度活動内容 

４月 専門委員招集会  １０月  

５月   １１月  

６月   １２月 買い出し、千本引き作成 

７月    １月 イーストフェスティバル 

８月    ２月  

９月    ３月 体操服回収、仕分け作業 

 

 

スタッフ担当委員会  委員長：木藤 眞弓  副委員長： 坂本 麻梨子     

スタッフ担当委員会は、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、学校および各専門委員会と

連携し、オールスタッフの募集やアンケート作成、活動案内を行いました。令和７年度は校舎建て替

えに伴い駐車場が使用できない時もありましたが、多くの保護者の皆さまのご理解とご協力により、

無事に活動を行うことができました。心より感謝申し上げます。 

 

 

令和７年度活動内容 

４月 
専門委員招集会 

遠足見守りオールスタッフ募集 
１０月 

 

５月  １１月 エプロン補修オールスタッフ募集 

６月 プール見守りオールスタッフ募集 １２月  

７月   １月  

８月 
 

 ２月 
第２回ベルマーク集計作業オールスタ

ッフ募集 

９月 
第１回ベルマーク集計作業オールスタッ

フ募集 
 ３月 
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地区委員会    委員長：神崎 涼子    副委員長： 藤木 久美          

今年度は、例年と同様の活動を行いました。その中でも、今年度は特に個人情報保護を重視し、地

区委員名簿に例年掲載していた電話番号を削除いたしました。また、入学説明会の際に学校より配布

していただいている地区委員用紙の裏面には行政区の住所区分が記載されていますが、俗明院地区に

おいては全ての地区の住所区分が整理されていない状況でした。そのため、今年度は俗明院地区の地

区委員と連絡を取り、住所区分の整理を行いました。さらに、教頭先生を通じて東コミュニティ防犯

部の方よりご連絡をいただき、「子ども１１０番の家」を市の防犯マップへ掲載するための承諾を得る

取り組みを進めることとなりました。本件につきましては、来年度へ引き継ぐ予定です。 

 

令和７年度活動内容 

４月 子ども 110番の家、見守り隊名簿作成 １０月 おかえり day参加 

５月 地区委員名簿作成、おかえり day参加 １１月 おかえり day参加 

６月 おかえり day参加 １２月 おかえり day参加 

７月 おかえり day参加 １月 おかえり day参加 

８月  ２月 見守り隊感謝の会出欠確認 

９月 
おかえり day参加 

３月 
ラスト二東 day参加、市の防犯マップへ

「こども 110番の家」の掲載承諾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

PTAボランティアの会 活動報告 

 

e-サポクラブ          代表：  畑 一実                 

ｅ-サポートクラブでは、ＰＴＡのＯＢ(おやじの会)と連携し活動します。畑でのサツマイモ栽培では

４月に苗を植え付け、約２ヶ月おきに草刈りなどの管理作業を行い、１１月にはサツマイモ収穫祭を開

催しました。多くの親子が参加し、収穫の喜びを共有することができました。また、１月のイーストフ

ェスティバルでは綿菓子販売を担当し、イベントを盛り上げました。 

 

令和７年度活動内容 

４月 サツマイモ苗植え １０月 サツマイモ畑蔓刈り、田んぼ稲刈り 

５月 
サツマイモ畑畝立て、マルチ貼り、田

んぼ耕起作業等 
１１月 

サツマイモ収穫祭、田んぼ稲の脱穀 

６月 サツマイモ畑苗植え、田植え １２月  

７月  １月 イーストフェスティバル綿菓子販売 

８月 サツマイモ畑、田んぼ草刈り ２月  

９月  ３月 理科観察用農作物準備 
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〈第 3号議案〉 

令和８年度  ＰＴＡ本部役員（案） 

役職名 氏  名 

会 長 石黒
いしぐろ

 哲人
よしひと

 

副会長 畑
はた

  一
かず

実
み

 

副会長 宮原
みやはら

 あゆみ 

副会長 永樂
えいらく

 由
ゆ

季
き

 

書 記 矢野
や の

 景
けい

祐
すけ

 

書 記 水島
みずしま

 良介
りょうすけ

 

書 記 大道
だいどう

 弥生
や よ い

 

会 計 遠藤
えんどう

 泰史
た い し

 

会 計 城島
じょうじま

 萌
めぐむ

 
 

会計監査 松井
ま つ い

 裕子
ゆ う こ

 

 会計監査 平塚
ひらつか

 典子
の り こ

 
 

本部役員会学校代表 

校 長 河鍋
かわなべ

 有一
ゆういち

 

 

 

 

 

 

 

 

教 頭 吉竹
よしたけ

 裕二
ゆ う じ

 

教 頭 福澤
ふくざわ

 真太郎
しんたろう

 

主幹教諭 

 

 

 

 

山下
やました

 知子
と も こ

 

主幹教諭 赤塚
あかつか

 賢一
けんいち
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二日市東小学校保護者と教師の会規約 

 

第一章  総  則 

 

（名称及び事務局） 

第１条 この会は筑紫野市立二日市東小学校保護者と教師の会（二日市東小学校

ＰＴＡ）と呼び、事務局を筑紫野市立二日市東小学校におく。 

（目 的） 

第２条 この会は保護者と教師が協力して、家庭と学校と社会における児童の健

全な成長と会員相互の学習をはかることを目的とする任意の団体である。 

（方 針） 

第３条 この会は第２条の目的達成を本旨として、次の方針を定める。  

  １  会員の生涯学習の推進に努める。  

  ２  児童、青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と

協力する。（筑紫野市立学校ＰＴＡ協議会、筑紫区ＰＴＡ連合会、福岡

県ＰＴＡ連合会等） 

  ３  学校行政や教育方針に干渉しない。  

  ４  政党、宗教に関与せず、また営利を目的とする行為は行わない。  

  ５  学校の施設設備の整備、援助をする。  

（活 動） 

第４条 この会は目的達成のため、次の活動をする。  

  １  よい保護者、よい教師となるように、生涯学習を推進する。  

  ２  家庭と学校と地域との緊密な連絡により、児童の健全な育成をはかる。  

  ３  児童の生活、教育環境を良くする。  

  ４  その他、必要と認める事項。  

 

第二章  会  員 

 

（構 成） 

第５条 この会は次の者で構成する。  

  １  この会の趣旨に賛同して入会した本校に在籍する児童の保護者及び、本 

校に在職する教職員。 

（会員の権利と義務） 

第６条 会員は次の権利と義務をもつ。  

  １  会員はすべて平等な権利と義務を有する。  

  ２  会員はすべてこの会の活動に積極的に参加しなければならない。  

  ３  会員は正規の会費を納入しなければならない。  
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第三章  役  員 

 

（役員と任務） 

第７条 この会に次の役員をおく。  

     会長１名、副会長４名、書記２名、会計２名、会計監査（保護者２名、

教師１名）ただし、必要な場合はそれぞれ役員を若干名増員することが

できる。 

第８条  役員の任務は次の通りとする。  

  １  会長は本会を代表し会務を統括する。  

  ２  副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。  

  ３  書記は会議の議事を記録し、次に掲げるものを正確かつ完全に整理保管

する。また、年度末にこれを一括して後任者に引継ぐ。  

   (1)規約 (2)当該年度の人事録 (3)会議の議事録  

(4)役員会、運営委員会及び専門委員会の報告書  

(5)その他の文書、報告書     

  ４  会計は次の職務を行う。  

   (1)総会が決定した予算に基づいて会計事務の処理をする。  

   (2)定期総会で会計報告をする。  

   (3)予算の原案を作り、定期総会に提案する。  

  ５  会計監査は第16条の職務を行う。 

（役員の選出） 

第９条 役員の選出は次の方法で行う。  

  １  会長、副会長、書記、会計、会計監査は第 22条による選考委員会が選考

し、総会の承認により決定する。 

  ２  役員に欠員を生じたときは、役員会で選考し、運営委員会の承認を受け

るものとする。任期は前任者の残任期間とする。ただし、役員会で検討

し残任期間が短い場合は、欠員のままとすることがある。  

  ３  役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。  

  ４ 会計監査（保護者２名）は、役員会役員経験者より選出とする。ただし、 

    該当者がいない場合は、その限りではない。  

  ５ 本部役員は、以降の専門委員会を兄弟児全てにおいて免除、専門委員は、

兄弟児でのオールスタッフ活動を免除(該当年度のみ)とする。 

 

第四章  機  関 

 

（機関と任務） 

第10条 この会に次の機関をおく。  

  １ 総会    ２ 運営委員会  ３ 役員会   ４ 会計監査委員会 

  ５ 専門委員会 ６ 特別委員会  ７ 役員選考委員会 8 地区委員会 
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（総 会） 

第11条 総会は最高議決機関で定期総会と臨時総会とする。  

  １  定期総会は年度初めに開催し、次の事項を審議決定する。  

   (1)規約の決定と改正   (2)役員の承認   (3)会費の決定 

   (4)決算予算の承認    (5)その他の事項 

  ２  総会は会員の過半数（委任状を含む）の出席で成立し、議決は出席者の

多数決とする。可否同数の場合は議長が決定する。  

  ３  臨時総会は会長が必要と認め運営委員会の議決を得た場合、または全会

員の３分の１以上の要求があった場合に開催する。  

  ４  総会の議長はそのつど役員を除いた会員の中より選出する。  

（運営委員会） 

第12条 運営委員会は総会に次ぐ議決機関で、役員、各専門委員会の正副委員長、

学年委員長、学校代表（校長、副校長、教頭、主幹教諭、各専門委員会、

地区委員会、担当教師１名）で構成する。また議題内容により、必要に

応じて役員または運営委員会が招聘
しょうへい

した者の本委員会への参加を認める

ことができる。但し、議決権はないものとする。  

第13条 運営委員会は会長が必要と認めたとき、並びに構成員の４分の１以上の

要求があったときに開催する。 

第14条 運営委員会の任務は次の通りとする。  

  １  総会で委任された案件の審議  

  ２  総会に提出する案件の審議  

  ３  各専門委員会の連絡調整  

  ４  役員会及び各専門委員会等で企画立案した案件の審議  

  ５  その他、必要な事項の審議  

（役員会） 

第15条 役員会は会長が召集し、役員（会計監査を除く）学校代表（校長、副校

長、教頭、主幹教諭）で構成する。役員会は運営委員会へ提出する案件

を審議し、運営委員会の企画運営に当る。 

（会計監査委員会） 

第16条 会計監査委員会は会計監査３名で構成し、会計全般の監査を年２回以上

行い、その結果を総会に報告しなければならない。  

（専門委員会） 

第17条 専門委員会の設置、廃置は第２、３、４条に則り、運営委員会において

審議され議決するものとする。 

第18条 各専門委員会においては、会員の互選により正副委員長各１名を選出す

る。各専門委員長の任務は次の通りとする。 

  １ 各専門委員会を代表し、専門委員会や運営委員会での協議事項等を連絡

調整する。 

  ２ 各専門委員会の円滑な活動ができるように努める。  
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３ 副委員長は、委員長を補佐する。  

第19条 専門委員会の構成と活動は次の通りとする。  

  １  各専門委員会においては、各学級から選出され、必要な員数によって配

属された委員と教師若干名で構成する。 

２ 各専門委員会においては、第４条に則り、以下の活動を主とする。また

必要に応じた活動と委員会相互の積極的な協力を以って活動を推進して

いくものとする。 

(1)学年学級の保護者と担任教師が相互に連絡をはかり、学習指導や行事

が十分効果をあげるように協力する。 

(2)学校、家庭、地域を結ぶ新聞等の編集発行に携わる。  

(3)会員相互の生涯学習活動を推進する。  

(4)必要に応じて学校図書運営に協力する。  

(5)児童の学習環境の整備、保健、給食に関する活動を推進する。  

(6)家庭、学校と連携をはかり、地域との交流に努める。  

(7)校外における児童の安全指導に努める。  

(8)地域の公民館、子ども会などの活動と連携をはかり、地域とともに生

涯学習の推進に努める。 

(9)保護者全員が専門委員会活動や学校行事に関わり、連携した活動がで

きるように努める。 

（地区委員会） 

第20条 各地区から選出された若干名の地区委員は地区委員会に所属する。  

(1)学年学級の保護者と担任教師が相互に連絡をはかり、学習指導や行事

が十分効果をあげるように協力する。 

(2)学校、家庭、地域を結ぶ新聞等の編集発行に携わる。  

(3)会員相互の生涯学習活動を推進する。  

(4)必要に応じて学校図書運営に協力する。  

(5)児童の学習環境の整備、保健、給食に関する活動を推進する。  

(6)家庭、学校と連携をはかり、地域との交流に努める。  

(7)校外における児童の安全指導に努める。  

(8)地域の公民館、子ども会などの活動と連携をはかり、地域とともに生

涯学習の推進に努める。 

(9)保護者全員が専門委員会活動や学校行事に関わり、連携した活動がで

きるように努める。 

 

（特別委員会） 

第21条 運営委員会の決議により発足し、委嘱された案件の処理にあたる。  

（役員選考委員会） 

第22条  役員選考委員会の構成と活動は次の通りとする。  

１  役員選考委員会の構成と活動は次の通りとする。役員選考委員会におい
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ては、前年度までの本部役員経験者より代表 3名と学校代表（教職員３

名）により構成するものとし、構成の詳細は運営委員会において決定す

る。互選により正副委員長及び書記をおく。 

  ２  役員の選考方法は、選考委員会の協議により適任と思われる方々を役員

候補に推薦し、選考委員が折衝
せっしょう

にあたる。また必要に応じて、現役員に

諮問
し も ん

する。 

３  選考委員は役員候補から除外する。  

４  選考委員に欠員が生じた場合は、遅滞なく同一委員会から後任者を選出

する。 

  ５  委員長は、委員会の活動について、経過をＰＴＡ会長、学校長に報告す

る。 

  ６  委員長は、総会において選考経過と結果を報告し、役員の選考について

承認を受けなければならない。 

  ７  選考委員は、選考内容について守秘義務を負う。  

 

第五章  会  計 

 

第23条 この会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。  

第24条 この会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

 

第六章  個人情報の取り扱い 

 

第25条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理

    については、「個人情報取得取扱規則」に定め、適正に運用するものと

    する。 
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第七章  附  則 

 

第26条 会員、児童の慶弔に対しては、別に定める慶弔規定による。慶弔規定の

改定は運営委員会にて審議し承認を受ける。 

第27条 会務を執行するために必要がある場合、運営委員会にて審議し、議決に

よって別に細則を定めることができる。 

第28条 この規約は議決のときから効力を生じる。  

  昭和５３年５月  １日   改正施行 

  昭和６０年４月２５日   一部改正 

  昭和６１年４月２５日   一部改正 

  昭和６２年４月２４日   一部改正 

  平成 ７年４月２１日   一部改正 

  平成 ８年４月２６日   一部改正 

  平成 ９年５月 ２日   一部改正 

  平成１２年５月  ６日   一部改正 

  平成１３年４月２７日   一部改正 

  平成１５年５月  ２日   一部改正 

  平成１６年５月  ７日   一部改正 

  平成１８年２月１０日   一部改正 

  平成２５年５月  ２日  一部改正 

平成２９年４月２９日  一部改正 

平成３０年４月２８日   一部改正 

平成３１年４月２７日   一部改正 

令和 ２年４月２５日   一部改正 

令和 ５年４月２１日   一部改正 
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二日市東小学校PTA 個人情報取扱規則 

 

(目的) 

第1条  筑紫野市立二日市東小学校 PTA(以下、「本会」という)が保有する個人情報の適正

な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的

に、PTA 役員名簿・会員名簿・専門委員名簿・行事等の記録や写真及びその他の個人

情報データベース(以下、「個人情報データベース」という)の取扱いについて定める

ものとする。 

(責務) 

第2条 本会は、個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、PTA 活動において個人情

法の保護に努めるものとする。 

(管理者) 

第3条 本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。 

(取扱者) 

第4条 本会における個人情報データベースの取扱者は、役員・各専門委員会委員長とす

る。 

(秘密保持義務) 

第5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

(収集方法) 

第6条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、

本人に明示する。 

(周知) 

第7条 個人情報取扱いの方法は、総会資料で会員に周知する。 

(利用) 

第8条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

(1) PTA 会費の管理業務。 

(2) その他の文書の送付。 

(3) 役員・会計監査・選考委員・専門委員オールスタッフ等の名簿の作成。 

(4) 委員選出、並びに本部役員の推薦活動。 

(5) 学年学級便り、市内の広報誌、学校ホームページへの掲載。 

(利用目的による制限) 

第9条 本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的

の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 
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(管理) 

第10条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要

となった個人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものと

する。 

(保管及び持ち出し等) 

第11条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器については、ウイルス対

策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、

電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこと

とする。 

(第三者提供の制限) 

第 12 条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者

に提供してはならない。 

(1) 法令に基づく場合。

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合。

(3) 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合。

(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合。 

(第三者提供に係る記録の作成等) 

第 13 条 本会は、個人情報を第三者(第１２条第 1 号から第４号の場合を除く)に提供した

ときは、次の項目について記録を作成し保存する。 

(1) 第三者の氏名

(2) 提供する対象者の氏名

(3)提供する情報の項目

(4)対象者の同意を得ている旨

(第三者提供を受ける際の確認等) 

第 14 条 第三者(第１２条第１号から第４号の場合を除く)から個人情報の提供を受けると

きは、次の項目について記録を作成し保存する。 

第三者の氏名 

(1)第三者が個人情報を取得した経緯

(2)提供を受ける対象者の氏名

(3) 提供を受ける情報の項目

(4) 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録

不要) 

(情報の開示) 

第 15 条 本会は、本院から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、

法令に沿ってこれに応じる。 
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(漏えい時等の対応) 

第 16 条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合

は、直ちに管理者に報告する。 

(苦情の処理) 

第 17 条 本会は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならな

い。 

(改正) 

第 18 条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、本部会において審議し承認をも

って改定することができる。なお、本規則を改定した場合は、第 7 条に定める周

知方法をもって会員へ周知するものとする。 

 
附則 本規則は、令和 5 年度より施行する。 
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二日市東小学校保護者と教師の会慶弔規定 

 

一  本規定は、二日市東小学校保護者と教師の会規約、第七章第 26 条に基づき 

設けるところの細則である。 

 

区   分 金 額 等 備   考 

謝

恩 

教職員の転・退任 花  束 離任時に代表児童より手渡す 

本部役員の退任 記 念 品 会長、副会長、書記、会計 

慶

事 

会      員 

（ 教職員のみ ） 
３，０００円 結婚･出産の場合 

死        

亡 

会      員 

(教職員の配偶者・子を含む) 
５，０００円 

会葬 

（役員・当該地区委員・当該学級委員・

学校代表） 

殉職の場合、役員会の協議により定める 

児      童 ５，０００円 

会葬 

（役員・当該地区委員・当該学級委員・

当該学年委員長・学校代表） 

初

盆 

会      員 

（保護者・教職員のみ） 
３，０００円 お参り 

（役員代表・学校代表） 
児      童 ３，０００円 

入

院

見

舞 

児      童 ３，０００円 

2 週間以上の入院の場合 
教   職   員 ３，０００円 

本  部 役  員 ３，０００円 

災
害
見
舞 

会      員 
 会員の災害・公傷の場合、 

役員会の協議により定める 

 

二  下記の場合はそのつど役員会で決定する。 

   １  学事関係、学校功労者に慶弔事がある場合。 

   ２  その他慶弔に関する事項で必要性が生じた場合。 

 

 

本規定は昭和 55 年 6 月 1 日改正施行 

    昭和 59 年 9 月 8 日一部改正 

    平成 17 年 5 月 6 日一部改正 

    平成 25 年 5 月 2 日一部改正 

    平成 27 年 5 月 1 日一部改正 

    平成 28 年 4 月 29 日一部改正 

    平成 29 年 4 月 29 日一部改正 
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二日市東小学校ＰＴＡ（保護者と教師の会）組織図 
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会

運営委員会 

会計監査委員会 役員選考委員会 
（ＰＴＡ本部役員経験者より代表 3名と教職員 3名） 
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道

団

地

東

新

町
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葉

中
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A
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明

院
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俗
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院
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明
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東

永

岡
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摺
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令和8年4月1日～令和 9年3月31日（単位：円）

令和7年度予算額 令和7年度決算額 令和8年度予算額 増  減　※1 備 考

834,340 834,340 843,737 9,397

800,000 800,000 800,000 0

1,980,000 2,078,932 1,980,000 0 250円×12ヶ月×660人（P児童602、職員58）　参考：昨年度660人

105,600 105,600 0 △ 105,600 令和８年度から安全会費は徴収しないこととし、この項目は削除する。

0 35,447 0 0 貯金利息・県PTA連合会還付金

3,719,940 3,854,319 3,623,737 -96,203

※1.※2　　　令和8年度予算額　－　令和7年度予算額

令和7年度予算額 令和7年度決算額 令和8年度予算額 差　異　※2 備 考

会議費 80,000 110,225 120,000 40,000 役員会・各委員会会議費・会計監査

事務費 200,000 92,561 200,000 0 事務用品・印刷機消耗品・総会資料印刷代

渉外費 110,000 110,000 110,000 0 渉外費・通信費

謝恩慶弔費 100,000 92,135 100,000 0 会員慶弔・離任式花代・入学式花代・卒業式鉢花代

負担金 200,000 88,280 200,000 0 市ＰＴＡ協議会・区ＰＴＡ連合会負担金

小　　　計 690,000 493,201 730,000 40,000

ＰＴＡ行事費 350,000 250,540 350,000 0 芋ほり・天拝山登山・e-サポ等PTA主催イベント必要経費

研修費 100,000 6,000 100,000 0 他校ＰＴＡとの交流会・ＰＴＡ研修会

交通通信費 260,000 196,000 260,000 0
書記・会計・各委員・通信費、市内外活動交通費・諸経費および県・
区・市・他校間役職行動費

成人教育委員会費 10,000 3,442 10,000 0 芋ほり・天拝山登山・e-サポ等

環境保健委員会費 30,000 0 30,000 0 給食エプロン及び帽子等・備品・清掃用品

イベント委員会費 5,000 1,267 5,000 0 活動費

役員選考委員会費 6,000 0 6,000 0 活動費

スタッフ担当委員会費 5,000 0 5,000 0 活動費　

地区委員活動補助費 70,000 57,370 70,000 0 地区集会費・横断旗

e-サポクラブ費 70,000 70,000 70,000 0 活動協力費

小　　　計 906,000 584,619 906,000 0

学校行事協力費 250,000 59,730 250,000 0 警備費・車両代・校区安全マップ・6年生担任花束代

学習支援活動費 90,000 37,699 90,000 0 花苗代・クラブ活動講師謝礼・見守りボランティア花代

ＰＴＡ災害保険 150,000 85,600 150,000 0 ＰＴＡ数×160円

児童交通安全対策費 20,000 3,200 20,000 0 ＰＴＡ行事保険料・安全旗代

次年度年頭準備金 800,000 800,000 800,000 0

予備費 313,940 446,373 350,000 36,060

特別会計へ 500,000 500,000 500,000 0 記念式典積立て・PTA用大型備品購入代・イーストフェスティバル必要経費

小　　　計 2,123,940 1,932,602 2,160,000 36,060

3,719,940 3,010,422 3,796,000 76,060

- 21 -

項         目

運
営
費

活
動
費

そ
の
他

合 計

ＰＴＡ会費

安全会費

雑収入

合 計

【支出の部】

　〈第4号議案〉 令和8年度　　ＰＴＡ一般会計予算　（案）

【収入の部】

項         目

繰越金

年頭準備金



学校の概要 

１ 創立 昭和３１年５月 

２ 住所 〒８１８－００６１ 福岡県筑紫野市紫７丁目４番１号 

TEL ０９２（９２２）２５０４ 

FAX ０９２（９２２）２０４３ 

３ 校地総面積 ２１７７８．４平方メートル 
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